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中
間
財
表・パ
ー
シ
ャ
ル
ス
ピ
ン
オ
フ・

Ｇ
Ｍ
課
税
関
連
の
基
準
等
、公
表
─
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ

会
　
　
計

去
る
３
月
18
日
、
企
業
会
計
基
準

委
員
会
は
、
第
５
２
２
回
企
業
会
計

基
準
委
員
会
を
開
催
し
た
。

主
な
審
議
内
容
は
以
下
の
と
お
り
。

基
準
案
等
の
公
表
議
決

前
回
親
委
員
会
（
２
０
２
４
年
４

月
１
日
号
（
№
１
７
０
６
）
情
報
ダ

イ
ジ
ェ
ス
ト
参
照
）
に
引
き
続
き
、

図
表
１
の
基
準
案
等
の
審
議
が
行
わ

れ
、
い
ず
れ
も
出
席
委
員
全
員
の
賛

成
で
公
表
議
決
さ
れ
た
（
３
月
22
日

公
表
）。

Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ｐ
Ａ
実
務
指
針
等
の
移
管

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

⑴　
移
管
方
針
の
公
開
草
案

日
本
公
認
会
計
士
協
会
が
公
表
し

た
実
務
指
針
等
の
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
へ
の
移

管
に
関
し
て
、
移
管
指
針
の
適
用
や

個
別
の
移
管
指
針
（
図
表
２
）
を
示

し
た
移
管
指
針
公
開
草
案
の
文
案
の

検
討
が
行
わ
れ
た
。

委
員
か
ら
特
段
の
異
論
は
聞
か
れ

ず
、
次
回
（
4
月
２
日
開
催
予
定
）、

公
表
議
決
予
定
。

⑵　
継
続
企
業・
後
発
事
象
に
関
す

る
実
務
指
針
等
の
移
管
に
係
る
調

査
研
究 

第
５
１
９
回
親
委
員
会（
２
０
２
４

年
３
月
１
日
号
（
№
１
７
０
３
）
情

報
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
参
照
）
に
引
き
続

き
、「
継
続
企
業
及
び
後
発
事
象
に

関
す
る
調
査
研
究
」
に
つ
い
て
検
討

が
行
わ
れ
、
こ
れ
ら
の
開
発
の
方
向

性
に
つ
い
て
次
の
事
務
局
案
が
示
さ

れ
、
検
討
さ
れ
た
。

①　
継
続
企
業

会
計
と
監
査
を
切
り
分
け
る
観
点

か
ら
、
監
査
・
保
証
実
務
委
員
会
報

告
74
号
「
継
続
企
業
の
前
提
に
関
す

る
開
示
に
つ
い
て
」の
内
容
の
う
ち
、

会
計
に
関
す
る
指
針
に
相
当
す
る
記

載
は
表
現
を
変
え
て
引
き
継
ぐ
等
の

（図表１）　公表議決された基準案等
・企業会計基準33号「中間財務諸表に関する会計基準」等
（https://www.asb-j.jp/jp/accounting_standards/y2024/2024-
0322.html）
・改正企業会計基準適用指針２号「自己株式及び準備金の額の減少
等に関する会計基準の適用指針」等（パーシャルスピンオフの会計
処理）
（https://www.asb-j.jp/jp/implementation_guidance/y2024/2024-
0322.html）
・改正実務対応報告44号「グローバル・ミニマム課税制度に係る税
効果会計の適用に関する取扱い」
（https://www.asb-j.jp/jp/practical_solution/y2024/2024-
0322_01.html）
・実務対応報告46号「グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税
等の会計処理及び開示に関する取扱い」等
（https://www.asb-j.jp/jp/practical_solution/y2024/2024-
0322_02.html）

（図表２）　個別の移管指針
ア　移管指針公開草案1号「ローン・パーティシペーションの会計処
理及び表示(案)」

イ　移管指針公開草案2号「外貨建取引等の会計処理に関する実務
指針(案)」

ウ　移管指針公開草案3号「連結財務諸表におけるリース取引の会計
処理に関する実務指針(案)」

エ　移管指針公開草案5号「株式の間接所有に係る資本連結手続に
関する実務指針（案）」

オ　移管指針公開草案6号「連結財務諸表等におけるキャッシュ・フ
ロー計算書の作成に関する実務指針（案）」

カ　移管指針公開草案7号「持分法会計に関する実務指針（案）」
キ　移管指針公開草案８号「研究開発費及びソフトウェアの会計処
理に関する実務指針（案）」

ク　移管指針公開草案9号「金融商品会計に関する実務指針（案）」
ケ　移管指針公開草案10号「特別目的会社を活用した不動産の流動
化に係る譲渡人の会計処理に関する実務指針（案）」

コ　移管指針公開草案11号「研究開発費及びソフトウェアの会計処
理に関するQ&A（案）」

サ　移管指針公開草案12号「金融商品会計に関するQ&A（案）」
シ　移管指針公開草案13号「特別目的会社を活用した不動産の流
動化に係る譲渡人の会計処理に関する実務指針についてのQ&A
（案）」
ス　移管指針公開草案14号「土地再評価差額金の会計処理に関す
るQ＆A（案）」

※　移管指針公開草案4号「連結財務諸表における資本連結手続に関
する実務指針（案）」については、パーシャルスピンオフの会計処理の開
発に伴い、会計制度委員会報告７号「連結財務諸表における資本連
結手続に関する実務指針」が改正されるため、今回は検討されていな
い。

Ｓ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
基
準
案
、公
表
議
決
─
Ｓ
Ｓ
Ｂ
Ｊ

会
　
　
計

去
る
３
月
21
日
、
Ｓ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
は
第

33
回
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
基
準
委
員

会
を
開
催
し
た
。

第
32
回（
２
０
２
４
年
４
月
１
日
号

（
№
１
７
０
６
）
情
報
ダ
イ
ジ
ェ
ス

ト
参
照
）
に
引
き
続
き
、
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ 

Ｓ
１
号
、
Ｓ
２
号
に
相
当
す
る
日
本

基
準
の
開
発
の
審
議
が
行
わ
れ
た
。

審
議
さ
れ
た
具
体
的
な
検
討
事
項

は
主
に
次
の
と
お
り
。

「
国
家
の
安
全
保
障
を
脅
か
す
可
能

性
の
あ
る
情
報
」

オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
で
あ
る
金
融
庁
か

ら
、
Ｓ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
基
準
に
て
独
自
に
設

け
る
こ
と
が
議
論
さ
れ
て
き
た
「
国

家
の
安
全
保
障
を
脅
か
す
可
能
性
の

あ
る
情
報
」
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う

な
見
解
が
示
さ
れ
た
。「
仮
に
Ｉ
Ｓ

Ｓ
Ｂ
基
準
に
お
い
て
、『
国
家
の
安

全
保
障
を
脅
か
す
可
能
性
の
あ
る
情

報
』
の
開
示
を
求
め
ら
れ
る
場
合
が

あ
る
と
す
る
と
、
そ
れ
は
日
本
企
業

の
み
な
ら
ず
海
外
の
企
業
に
と
っ
て

も
問
題
に
な
る
た
め
、
ま
ず
は
当
該

情
報
の
開
示
が
Ｉ
Ｓ
Ｓ
Ｂ
基
準
に
お

い
て
求
め
ら
れ
る
の
か
否
か
に
つ
い

て
Ｉ
Ｓ
Ｓ
Ｂ
に
明
確
化
を
求
め
て
い

き
た
い
と
考
え
て
い
る
。
そ
の
う
え

で
仮
に
『
国
家
の
安
全
保
障
を
脅
か

す
可
能
性
の
あ
る
情
報
』
の
開
示
が

必
要
と
な
る
ケ
ー
ス
が
見
込
ま
れ
る

場
合
、
そ
う
し
た
情
報
開
示
の
必
要

が
な
い
こ
と
を
金
融
商
品
取
引
法
の

枠
組
み
で
も
示
し
て
い
き
た
い
。
そ

の
た
め
、『
国
家
の
安
全
保
障
を
脅

か
す
可
能
性
の
あ
る
情
報
』
を
開
示

し
な
い
こ
と
を
認
め
る
定
め
を
公
開

草
案
に
含
め
る
必
要
は
な
い
」。

委
員
か
ら
は
特
段
異
論
は
聞
か
れ

な
か
っ
た
。

Ｓ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
基
準
案
、
公
表
議
決

日
本
版
Ｓ
１
、
Ｓ
２
基
準
に
つ
い

方
向
で
の
開
発
を
行
う
。

②　
後
発
事
象

定
義
に
つ
い
て
、
後
発
事
象
の
発

生
日
の
基
準
に
「
財
務
諸
表
の
公
表

承
認
日
」
を
取
り
入
れ
る
。

金
商
法
上
の
財
務
諸
表
に
お
け
る

修
正
後
発
事
象
の
取
扱
い
に
つ
い
て

は
、
現
行
の
取
扱
い
を
引
き
継
い
で
開

示
後
発
事
象
に
準
じ
て
取
り
扱
う
。

＊

委
員
か
ら
は
、「
こ
の
調
査
研
究

を
公
表
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
そ
の

位
置
づ
け
の
検
討
を
」
と
い
う
意
見

が
聞
か
れ
、
事
務
局
か
ら
「
文
書
の

効
力
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
く
」
と

の
回
答
が
聞
か
れ
た
。
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今
回
は
前
回
「
②
継
続
開
示
」
の

続
き
と
い
う
こ
と
で
、
臨
時
報
告
書

を
取
り
上
げ
る
。

年
次
報
告
の
有
価
証
券
報
告
書
や

四
半
期
報
告
の
四
半
期
報
告
書
は
、

毎
年
一
定
の
時
期
に
開
示
さ
れ
る
法

定
書
類
で
あ
る
が
、
企
業
経
営
に
重

要
な
影
響
を
与
え
る
事
象
は
、
定
期

的
な
報
告
を
待
つ
ま
で
も
な
く
、
適

時
に
開
示
す
る
こ
と
が
投
資
者
の
投

資
判
断
に
資
す
る
も
の
と
い
え
る
。

こ
の
た
め
、
開
示
制
度
に
お
い
て

は
、
定
期
的
な
報
告
を
補
完
す
る
も

の
と
し
て
、適
時
性
を
重
視
し
た
「
臨

時
報
告
書
」
の
開
示
が
義
務
づ
け
ら

れ
て
い
る
。

⑴　
提
出
事
由

臨
時
報
告
書
は
、
期
中
に
お
い
て

生
じ
た
決
定
事
実
（
合
併
、
代
表
取

締
役
の
異
動
な
ど
）や
発
生
事
実（
訴

訟
、
自
然
災
害
な
ど
）
と
い
っ
た
重

要
な
イ
ベ
ン
ト
に
対
応
し
て
、
適
時

に
該
当
事
項
の
開
示
が
義
務
づ
け
ら

れ
て
い
る
。

近
年
の
改
正
で
追
加
さ
れ
た
注
目

す
べ
き
提
出
事
由
は
、
次
の
と
お
り

で
あ
る
。

・
株
主
総
会
に
お
け
る
決
議

議
案
ご
と
に
議
決
権
行
使
の
結
果

を
開
示
す
る
。
こ
の
場
合
、
決
議
結

果
（
可
決
・
否
決
）
の
み
な
ら
ず
、

賛
成
、
反
対
、
棄
権
の
得
票
数
等
も

開
示
す
る
。
役
員
の
選
任
ま
た
は
解

任
に
関
す
る
議
案
に
つ
い
て
は
、
候

補
者
ご
と
に
詳
細
に
記
載
す
る
。

・
公
認
会
計
士
の
異
動

異
動
の
経
緯
や
理
由
を
記
載
す

る
。
異
動
理
由
等
の
記
載
に
あ
た
っ

て
は
、
任
期
満
了
と
い
っ
た
形
式
的

な
理
由
で
な
く
、
実
質
的
な
異
動
理

由
等
を
記
載
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
お

り
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
お
い
て
実
質

的
な
異
動
理
由
が
例
示
さ
れ
て
い
る

（
①
連
結
グ
ル
ー
プ
で
の
監
査
公
認

会
計
士
等
の
統
一
／
②
海
外
展
開
の

た
め
国
際
的
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
有

す
る
監
査
公
認
会
計
士
等
へ
の
異
動

／
③
監
査
公
認
会
計
士
等
の
対
応
の

適
時
性
や
人
員
へ
の
不
満
／
④
監
査

報
酬
／
⑤
継
続
監
査
期
間
／
⑥
監
査

期
間
中
に
直
面
し
た
困
難
な
状
況
／

⑦
会
計
・
監
査
上
の
見
解
相
違
／
⑧

会
計
不
祥
事
の
発
生
／
⑨
企
業
環
境

の
変
化
等
に
よ
る
監
査
リ
ス
ク
の
高

ま
り
／
⑩
そ
の
他
異
動
事
由
と
し
て

重
要
と
考
え
ら
れ
る
も
の
）。

な
お
、
取
引
所
に
お
い
て
も
決
定

事
実
や
発
生
事
実
に
対
応
し
た
適
時

開
示
が
求
め
ら
れ
て
い
る
が
、
制
度

開
示
よ
り
も
カ
バ
ー
す
る
範
囲
は

広
く
、
ま
た
、
業
績
予
測
や
配
当
予

想
の
修
正
も
そ
の
対
象
と
な
っ
て
い

る
。

⑵　
改
正
事
項

さ
ら
に
、
２
０
２
３
年
12
月
に
臨

時
報
告
書
等
の
記
載
内
容
の
改
正
に

係
る
開
示
府
令
が
公
布
さ
れ
、
次
の

ロ
ー
ン
契
約
と
社
債
に
付
さ
れ
る
財

務
上
の
特
約
（
コ
ベ
ナ
ン
ツ
）
に
関

す
る
事
項
が
新
た
に
提
出
事
由
と
し

て
追
加
さ
れ
て
い
る
（
２
０
２
４
年

４
月
１
日
か
ら
施
行
）。

・
財
務
上
の
特
約
の
付
さ
れ
た
ロ
ー

ン
契
約
の
締
結
ま
た
は
社
債
の
発

行
を
し
た
場
合
（
す
で
に
締
結
し

て
い
る
契
約
や
す
で
に
発
行
し
て

い
る
社
債
に
新
た
に
財
務
上
の
特

約
が
付
さ
れ
る
場
合
も
含
む
）
で

あ
っ
て
、
そ
の
元
本
ま
た
は
発
行

額
の
総
額
が
連
結
純
資
産
額
の

10
％
以
上
の
場
合
に
は
、
契
約
の

概
要
（
契
約
の
相
手
方
の
属
性
、

元
本
総
額
お
よ
び
担
保
の
内
容

等
）
や
財
務
上
の
特
約
の
内
容
に

関
す
る
事
項

・
前
記
の
財
務
上
の
特
約
に
変
更
が

あ
っ
た
場
合
や
財
務
上
の
特
約
に

抵
触
し
た
場
合
に
は
、
財
務
上
の

特
約
の
変
更
内
容
や
抵
触
事
由
等

に
関
す
る
事
項

な
お
、
有
価
証
券
報
告
書
等
に
お

い
て
も
同
様
の
開
示
が
求
め
ら
れ
て

い
る
。

会
計・監
査・開
示

〝
来
し
方
行
く
末
〟

上
場
企
業
に
対
す
る
規
制
等
②
―
5

～
金
融
商
品
取
引
法（
開
示
規
制
⑶
）～

公
認
会
計
士 

市
川　

育
義

て
前
回
ま
で
の
意
見
を
踏
ま
え
た
変

更
点
と
「
国
家
の
安
全
保
障
を
脅
か

す
可
能
性
の
あ
る
情
報
」
を
セ
ク

シ
ョ
ン
ご
と
削
除
し
た
文
案
が
事
務

局
か
ら
示
さ
れ
た
。

委
員
か
ら
は
異
論
は
聞
か
れ
ず
、

「
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
開
示
基
準
の

適
用
」、「
一
般
開
示
基
準
」、「
気
候

関
連
開
示
基
準
」
の
３
つ
の
Ｓ
Ｓ
Ｂ

Ｊ
基
準
を
構
成
す
る
文
案
に
つ
い

て
、
全
委
員
の
賛
成
で
公
表
議
決
さ

れ
た
。

四
半
期
レ
ビ
ュ
ー
基
準
、期
中
レ
ビ
ュ
ー

基
準
に
改
訂
へ
─
企
業
会
計
審
議
会
総
会

監
　
　
査

去
る
３
月
12
日
、
金
融
庁
は
企
業

会
計
審
議
会
総
会
（
会
長
：
徳
賀
芳

弘
・
京
都
先
端
科
学
大
学
副
学
長
・

京
都
大
学
名
誉
教
授
）を
開
催
し
た
。

審
議
事
項
は
主
に
次
の
と
お
り
。

四
半
期
レ
ビ
ュ
ー
基
準
の
期
中
レ

ビ
ュ
ー
基
準
へ
の
改
訂
に
係
る
意

見
書
（
案
）

⑴　
主
な
改
訂
内
容

①　
名
称
変
更

四
半
期
レ
ビ
ュ
ー
基
準
を
「
期
中

レ
ビ
ュ
ー
基
準
」と
名
称
変
更
す
る
。

②　
期
中
レ
ビ
ュ
ー
の
目
的
の
改
訂

現
行
の
四
半
期
レ
ビ
ュ
ー
基
準
で

規
定
さ
れ
て
い
る
適
正
性
に
関
す
る

結
論
の
表
明
に
加
え
て
、
準
拠
性
に

関
す
る
結
論
の
表
明
を
期
中
レ
ビ
ュ
ー

基
準
に
導
入
し
、
特
別
目
的
の
期
中

財
務
諸
表
に
対
す
る
結
論
の
表
明
の

位
置
づ
け
を
明
確
化
し
て
い
る
。

③　
実
施
基
準
の
改
訂

特
別
目
的
の
期
中
財
務
諸
表
に
は

多
種
多
様
な
期
中
財
務
諸
表
が
想
定

さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
実
施
基
準
に
お

い
て
、
監
査
人
は
特
別
目
的
の
期
中

財
務
諸
表
の
期
中
レ
ビ
ュ
ー
を
行
う

に
あ
た
り
、
当
該
期
中
財
務
諸
表
の

作
成
の
基
準
が
受
入
れ
可
能
か
ど
う

か
に
つ
い
て
十
分
な
検
討
を
行
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
等
を
明
確
化

し
て
い
る
。

④　
報
告
基
準
の
改
訂

適
正
性
に
関
す
る
結
論
の
表
明
に

つ
い
て
特
別
の
利
用
目
的
に
適
合
し

た
会
計
の
基
準
に
よ
り
作
成
さ
れ
る

期
中
財
務
諸
表
の
場
合
を
付
記
す
る

と
と
も
に
、
準
拠
性
に
関
す
る
結
論

の
表
明
に
つ
い
て
規
定
す
る
な
ど
、

期
中
レ
ビ
ュ
ー
報
告
書
に
お
い
て
記

載
す
べ
き
事
項
を
明
確
化
し
て
い
る
。

＊

な
お
、
不
正
リ
ス
ク
対
応
基
準
は

期
中
レ
ビ
ュ
ー
に
は
適
用
さ
れ
な
い
。

ま
た
、
本
改
訂
を
踏
ま
え
、「
監
査
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に
関
す
る
品
質
管
理
基
準
」
第
16
の

改
訂
も
行
わ
れ
た
。

⑵　
適
用
時
期

期
中
レ
ビ
ュ
ー
基
準
お
よ
び
改
訂

品
質
管
理
基
準
は
、
原
則
と
し
て

２
０
２
４
年
６
年
４
月
１
日
以
後
開

始
す
る
期
中
財
務
諸
表
に
係
る
会
計

公
開
買
付
け・大
量
保
有
制
度
等
に
関

す
る
金
商
法
改
正
案
、公
表

法
　
　
務

去
る
３
月
15
日
、「
金
融
商
品
取

引
法
及
び
投
資
信
託
及
び
投
資
法
人

に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
案
」
が
国
会
に
提
出
さ
れ
た
。

わ
が
国
資
本
市
場
の
活
性
化
に
向

け
て
、
資
産
運
用
の
高
度
化
・
多
様

化
お
よ
び
企
業
と
投
資
家
の
対
話
の

促
進
を
図
り
つ
つ
、市
場
の
透
明
性
・

公
正
性
を
確
保
す
る
た
め
、「
公
開

買
付
け
」、「
大
量
保
有
報
告
」
等
に

関
す
る
制
度
を
整
備
す
る
も
の
。

２
０
２
３
年
12
月
25
日
公
表
の
金

融
審
議
会
「
公
開
買
付
制
度
・
大
量

保
有
報
告
制
度
等
ワ
ー
キ
ン
グ
・
グ

ル
ー
プ
」
報
告
の
内
容
が
盛
り
込
ま

れ
て
い
る
。

主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
。

公
開
買
付
規
制

公
開
買
付
制
度
の
対
象
取
引
の
拡

大
に
関
す
る
次
の
規
定
が
改
正
さ
れ

る
。

⑴　
取
引
の
透
明
性
・
公
正
性
を
確

保
す
る
た
め
、
市
場
内
取
引
（
立

会
内
）
も
「
３
分
の
１
ル
ー
ル
」

の
適
用
対
象
に
す
る
。

⑵　
企
業
支
配
権
に
重
大
な
影
響
を

与
え
る
か
否
か
の
閾
値
を
、
議
決

権
行
使
割
合
や
諸
外
国
の
水
準
を

踏
ま
え
、
議
決
権
の
「
３
分
の
１
」

か
ら
「
30
％
」
に
引
き
下
げ
る
。

大
量
保
有
報
告
制
度

大
量
保
有
報
告
制
度
に
お
け
る

「
共
同
保
有
者
」
の
範
囲
の
明
確
化

等
、
次
の
改
正
が
行
わ
れ
る
。

⑴　
複
数
の
投
資
家
が
「
経
営
に
重

大
な
影
響
を
与
え
る
よ
う
な
合
意
」 

を
行
わ
な
い
（
配
当
方
針
や
資
本

政
策
の
変
更
と
い
っ
た
、
企
業
支

配
権
に
直
接
関
係
し
な
い
提
案
を

共
同
し
て
行
う
場
合
等
を
想
定
）

限
り
、「
共
同
保
有
者
」
に
該
当
し

な
い
こ
と
を
明
確
化
す
る
。

⑵　
現
金
に
よ
る
決
済
が
予
定
さ
れ

て
い
る
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
の
う

ち
、
一
定
の
要
件
を
満
た
す
も
の

を
大
量
保
有
報
告
書
の
提
出
義
務

の
対
象
と
す
る
。

そ
の
他

そ
の
他
、
資
産
運
用
の
高
度
化
・

多
様
化
の
施
策
と
し
て
、
投
資
運
用

業
者
の
参
入
促
進
、
非
上
場
有
価
証

券
の
流
通
活
性
化
等
が
盛
り
込
ま
れ

て
い
る
。

リ
ー
ス
に
関
す
る
結
合
分
離
適
用
指
針

の
改
正
、検
討
─
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
、リ
ー
ス
会
計
専
門
委

会
　
　
計

去
る
３
月
13
日
、
企
業
会
計
基
準

委
員
会
は
第
１
４
５
回
リ
ー
ス
会
計

専
門
委
員
会
を
開
催
し
た
。

前
回
（
２
０
２
４
年
３
月
20
日
号

（
№
１
７
０
５
）
情
報
ダ
イ
ジ
ェ
ス

ト
参
照
）
に
引
き
続
き
、
企
業
会
計

基
準
公
開
草
案
73
号
「
リ
ー
ス
に
関

す
る
会
計
基
準
（
案
）」
等
に
寄
せ

貴社の景況判断BSI（「上昇」－「下降」社数構成比） （単位：％ポイント）●貴社の景況
令和６年１～３月期の「貴社の景況判断」ＢＳＩを全産業でみると、大企業は▲0.0％ポ
イントとなり、令和５年１～３月期以来４期ぶりの「下降」超となっています。続いて、
中堅企業は「上昇」超となりましたが、中小企業は「下降」超となっています。
先行きを全産業でみると、大企業は令和６年４～６月期に「上昇」超に転じる見通し
となり、中堅企業は引き続き「上昇」超で推移する見通しとなっております。中小企
業は令和６年７～９月期に「上昇」超に転じる見通しとなっております。
●国内の景況
令和６年１～３月期の「国内の景況判断」ＢＳＩを全産業でみると、大企業は8.0％ポイ
ントとなり、令和５年４～６月期以降４期連続の「上昇」超、中堅企業は「上昇」超、中
小企業は「下降」超となっています。
先行きを全産業でみると、大企業、中堅企業は「上昇」超で推移する見通しとなって
います。中小企業は令和６年４月～６月期に「上昇」超に転じる見通しとなっていま
す。
令和６年３月末時点の「従業員数判断」ＢＳＩを全産業でみると、大企業は28.3％ポ
イントとなり、平成23年９月末以降51期連続の「不足気味」超となり、中堅企業、
中小企業はいずれも「不足気味」超となっています。
先行きを全産業でみると、大企業、中堅企業、中小企業いずれも「不足気味」超で
推移する見通しとなっています。
令和５年度は、2.6％の増収見込みとなっています。
業種別にみると、製造業、非製造業ともに増収見込みとなっています。
令和５年度は、3.3％の増益見込みとなっています。
業種別にみると、製造業は減益見込み、非製造業は増益見込みとなっています。
令和５年度は、9.3％の増加見込みとなっています。
業種別にみると、製造業、非製造業ともに増加見込みとなっています。

令和６年１ー３月期調査

対象企業数
回答企業数
回　収　率

法人企業景気予測調査
（内閣府・財務省）

法人企業景気予測調査は、わが国の経済活動の主要部分を占める企業活動を把握することにより、経済の現状
および今後の見通しに関する基礎資料を得ることを目的として四半期ごとに調査しています。なお、資本金、
出資金または基金（以下、「資本金」といいます）1千万円以上の法人（ただし、電気・ガス・水道業および金融業、
保険業は資本金1億円以上）を対象としています。以下は、令和６年１ー３月期調査結果の概要です。

（注）本調査において大企業とは資本金10億円以上の企業を、中堅企業とは資本金1億円以上10億円未満
の企業を、中小企業とは資本金1千万円以上1億円未満の企業をいいます。

景　　況

大
企
業
中
堅
企
業
中
小
企
業

全産業 
　製造業
　非製造業
全産業 
　製造業
　非製造業
全産業 
　製造業
　非製造業

令和６年７～９月
見通し

令和５年10～12月
前回調査

国内の景況判断BSI（「上昇」－「下降」社数構成比） （単位：％ポイント）

大
企
業
中
堅
企
業
中
小
企
業

全産業 
　製造業
　非製造業
全産業 
　製造業
　非製造業
全産業 
　製造業
　非製造業

令和６年１～３月
現状判断

令和６年７～９月
見通し

令和５年10～12月
前回調査

令和６年１～３月
現状判断

令和６年４～６月
見通し

令和６年４～６月
見通し

5.9 
7.5 
   5.2 
   7.8 
11.2 
6.9 
0.3 
▲2.1 
   0.8 

   5.8 
   5.3 
   6.0 
   7.9 
   9.3 
   7.5 
   1.8 
▲0.5 
   2.3 

▲0.0 
　▲6.7 
   3.2 
   0.2 
▲9.2 
2.8 

▲13.6 
▲22.1 
▲12.0 

   8.0 
   1.9 
  10.9 
   6.8 
   1.5 
   8.2 
▲4.9 
▲14.9 
▲3.0 

4.8 
5.7 
4.4 
   6.8 
4.4 
7.5 

　▲3.7 
▲10.1 
▲2.5 

7.4 
5.0 
8.5 
5.2 
4.2 
5.4 
▲5.8 
▲12.4 
▲4.5 

2.9 
1.4 
   3.6 
   5.0 
9.1 
3.9 
▲3.0 
▲6.8 
▲ 2.3 

   7.4 
   4.7 
   8.7 
   8.8 
  10.0 
   8.4 
   0.8 
▲ 2.4 
   1.3 

14,199社
10,965社
　 77.2％

設備投資

雇　　用

売 上  高

経常利益

期
間
の
期
中
財
務
諸
表
に
対
す
る
期

中
レ
ビ
ュ
ー
か
ら
適
用
す
る
。

＊

本
意
見
書
案
に
つ
い
て
の
説
明
に

対
し
て
、
委
員
か
ら
は
異
論
は
聞
か

れ
ず
、
神
田
潤
一
内
閣
府
大
臣
政
務

官
に
提
出
さ
れ
た
。
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ら
れ
た
コ
メ
ン
ト
へ
の
対
応
の
方
向

性
と
個
別
事
項
に
つ
い
て
、
審
議
が

行
わ
れ
た
。

結
合
分
適
用
指
針
の
改
正
案
に
関

す
る
検
討

⑴　
企
業
結
合
に
お
け
る
リ
ー
ス
の

識
別　

公
開
草
案
に
対
し
て
、「
使
用
権

資
産
お
よ
び
リ
ー
ス
負
債
の
認
識
、

測
定
に
関
す
る
簡
便
的
な
取
扱
い
が

適
用
で
き
る
旨
の
定
め
を
追
加
す
る

こ
と
の
要
否
」
の
検
討
を
要
望
す
る

コ
メ
ン
ト
が
寄
せ
ら
れ
て
い
た
。

事
務
局
は
「
本
公
開
草
案
は
国
際

的
な
会
計
基
準
と
の
整
合
性
を
図
る

目
的
が
あ
り
、
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
３
号
『
企

業
結
合
』
と
同
様
の
定
め
を
取
り
入

れ
る
」
と
し
た
う
え
で
、
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ

３
号
28
Ｂ
項
で
使
用
権
資
産
に
つ
い

て
、
基
本
的
に
は
リ
ー
ス
負
債
と
同

額
で
測
定
す
る
こ
と
を
求
め
て
い
る

一
方
、
リ
ー
ス
に
市
場
の
条
件
と
異

な
る
条
件
が
あ
る
場
合
に
は
リ
ー
ス

負
債
の
測
定
額
か
ら
調
整
す
る
こ
と

を
求
め
て
い
る
点
に
つ
き
、
次
の
２

案
を
示
し
た
。

市
場
の
条
件
と
異
な
る
場
合
の
調

整
に
つ
い
て
は
次
の
い
ず
れ
か
の
取

扱
い
と
す
る
。

（
案
Ａ
）
リ
ー
ス
が
市
場
の
条
件
と
異

な
る
場
合
に
は
、
使
用
権
資
産
の

額
を
調
整
す
る
（
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
３
号
）

（
案
Ｂ
）
リ
ー
ス
が
市
場
の
条
件
と
異

な
る
場
合
の
定
め
を
取
り
入
れ
な

い専
門
委
員
は
「
あ
え
て
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ

と
の
基
準
差
を
設
け
る
必
要
が
な

い
」
な
ど
の
理
由
か
ら
、
案
Ａ
を
支

持
す
る
意
見
が
多
く
聞
か
れ
た
。

ま
た
、
３
月
14
日
開
催
の
第
１
１

４
回
企
業
結
合
専
門
委
員
会
で
も
同

テ
ー
マ
に
つ
い
て
審
議
さ
れ
、
同
様
の

理
由
か
ら
案
Ａ
が
支
持
さ
れ
た
。

３
月
18
日
開
催
の
第
５
２
２
回
親

委
員
会
で
も
審
議
さ
れ
た
が
、
委
員

か
ら
は
、
案
Ａ
、
案
Ｂ
と
も
支
持
す

る
意
見
が
聞
か
れ
た
。

⑵　
経
過
措
置

原
則
的
な
取
扱
い
と
し
て
企
業
結

合
取
引
を
過
去
の
す
べ
て
の
期
間
に

遡
及
適
用
す
る
場
合
、
過
去
に
実
施

し
た
す
べ
て
の
企
業
結
合
取
引
の
取

得
原
価
の
配
分
を
見
直
す
こ
と
と
な

る
。
前
記
⑴
に
関
す
る
遡
及
適
用
に

伴
う
実
務
上
の
負
担
へ
の
対
応
と
し

て
、
次
の
追
加
的
な
経
過
措
置
を
設

け
る
事
務
局
案
が
示
さ
れ
た
。

①　
企
業
結
合
日
に
識
別
可
能
資
産

お
よ
び
負
債
と
さ
れ
て
い
た
リ
ー

ス
に
つ
い
て
は
、
企
業
結
合
日
に

お
い
て
従
前
の
取
扱
い
に
従
っ

て
算
定
し
た
リ
ー
ス
資
産
お
よ
び

リ
ー
ス
債
務
等
の
金
額
と
同
額
で

会
計
処
理
す
る
。

②　
前
記
⑴
案
Ａ
を
採
用
す
る
場
合

に
は
、
市
場
の
条
件
と
異
な
る
場

合
の
調
整
を
免
除
す
る
。

専
門
委
員
か
ら
異
論
は
出
な
か
っ

た
。
第
１
１
４
回
企
業
結
合
専
門
委

員
会
お
よ
び
第
５
２
２
回
親
委
員
会

で
も
異
論
は
聞
か
れ
な
か
っ
た
。

貸
手
の
リ
ー
ス
期
間
・
リ
ー
ス
料

⑴　
貸
手
の
リ
ー
ス
期
間
の
選
択
適

用　第
１
３
８
回
専
門
委
員
会
に
て
、

貸
手
の
リ
ー
ス
期
間
も
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
16

号
と
整
合
的
な
取
扱
い
に
す
べ
き
と

い
う
意
見
が
聞
か
れ
て
い
た
た
め
、

事
務
局
は
例
外
的
な
取
扱
い
と
し
て
、

Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
16
号
と
整
合
的
に
す
る
旨

を
提
案
し
て
い
た
が
、
例
外
的
な
取

扱
い
と
す
る
こ
と
に
異
論
が
出
た
た

め
、
次
の
事
務
局
案
を
提
案
し
た
。

リ
ー
ス
を
構
成
す
る
部
分
と
し
な

い
部
分
へ
の
定
め
と
同
様
に
、
次
の

２
つ
の
期
間
を
貸
手
の
リ
ー
ス
期
間

と
し
て
条
件
な
く
会
計
方
針
の
選
択

と
し
て
認
め
る
。

①　
貸
手
の
リ
ー
ス
期
間
を
、
借
手
の

リ
ー
ス
期
間
と
同
様
に
決
定
す
る
。

②　
貸
手
の
リ
ー
ス
期
間
を
、
解
約

不
能
期
間
に
再
リ
ー
ス
期
間
を
加

え
た
期
間
と
し
て
決
定
す
る
。

専
門
委
員
か
ら
は
賛
意
が
聞
か
れ

た
。
第
５
２
２
回
親
委
員
会
で
も
特

段
の
異
論
は
聞
か
れ
な
か
っ
た
。

⑵　
フ
リ
ー
レ
ン
ト
等
の
配
分
に
係

る
会
計
処
理

第
１
４
０
回
専
門
委
員
会
に
て
、

貸
手
の
リ
ー
ス
料
に
は
「
指
数
又
は

レ
ー
ト
に
応
じ
て
決
ま
る
変
動
リ
ー

ス
料
」
が
含
ま
れ
な
い
こ
と
を
明
記

す
る
提
案
を
行
っ
た
。

こ
れ
に
対
し
て
フ
リ
ー
レ
ン
ト
の

会
計
処
理
に
関
し
て
聞
か
れ
た
次
の

懸
念
点
に
つ
き
、
事
務
局
で
再
検
討

を
行
い
修
正
案
が
示
さ
れ
た
。

ま
ず
、貸
手
の
リ
ー
ス
期
間
を「
解

約
不
能
期
間
に
再
リ
ー
ス
期
間
を
加

え
た
期
間
」
を
企
業
が
選
択
す
る
場

合
、
オ
ペ
レ
ー
テ
ィ
ン
グ
・
リ
ー
ス

に
該
当
す
る
不
動
産
賃
借
で
は
解
約

不
能
期
間
で
無
料
部
分
が
配
分
さ

れ
、
リ
ー
ス
の
経
済
実
態
を
示
さ
な

い
可
能
性
が
あ
る
。こ
の
点
に
関
し
、

事
務
局
は
、
オ
ペ
レ
ー
テ
ィ
ン
グ
・

リ
ー
ス
に
関
す
る
会
計
処
理
に
つ
い

て
、
次
の
修
正
案
を
示
し
た
。

た
だ
し
、
貸
手
が
借
手
の
リ
ー
ス

期
間
に
つ
い
て
本
会
計
基
準
案
第
30

項
⑵
を
適
用
し
て
決
定
す
る
場
合
に

当
該
貸
手
の
リ
ー
ス
期
間
に
無
料
賃

借
期
間
が
含
ま
れ
る
と
き
は
、
貸
手

は
、
当
該
貸
手
の
リ
ー
ス
料
に
つ
い

経理用語の豆知識
同一環境下で行われた同一の性質の取引等

親子会社間の会計処理の統一について、同一の環境下
で行われた同一の性質の取引等について、親会社および子
会社が採用する会計方針は、原則として統一する、とされ
ている。その手順は、①同一環境下で行われた同一の性質
の取引等の識別、②企業集団としての会計処理の選択と統
一、③個別財務諸表段階での会計処理の統一、④会計方針
の変更の取扱い、となる。

①については、営業目的に直接関連する取引について
は、事業セグメントの単位または事業セグメント内における
製造・販売等の機能別単位その他の適当なグループごとに
判断することになる。営業目的に直接関連しない取引につ
いては、それぞれの取引目的等ごとに判断する。②について
は、会計処理の統一にあたって、子会社の会計処理を親会
社の会計処理に合わせる場合のほか、親会社の会計処理
を子会社の会計処理に合わせる場合も考えられることに
留意する。
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企
業
結
合
、減
損
に
関
す
る
改
訂
案
、公

表
─
Ｉ
Ａ
Ｓ
Ｂ

国
際
会
計

株
式
報
酬
に
関
す
る
Ａ
Ｓ
Ｕ
、公
表

─
Ｆ
Ａ
Ｓ
Ｂ

国
際
会
計

去
る
３
月
14
日
、
Ｉ
Ａ
Ｓ
Ｂ
は
、

「
企
業
結
合
―
開
示
、
の
れ
ん
、
及

び
減
損
：
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
３
号
お
よ
び
Ｉ

Ａ
Ｓ
36
号
の
改
訂
案
」（Business 

Com
binations

―D
isclosures, 

G
oodw

ill and Im
pairm

ent, 
Proposed am

endm
ents to 

IFRS
3 and IA

S
36

）（
以
下
、「
本

公
開
草
案
」
と
い
う
）
を
公
表
し
、

企
業
結
合
お
よ
び
の
れ
ん
の
減
損

テ
ス
ト
に
関
す
る
国
際
財
務
報
告

基
準
の
改
正
に
つ
い
て
の
意
見
募

集
を
開
始
し
た
。

Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
３
号
の
改
訂

本
公
開
草
案
は
、
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
３
号

「
企
業
結
合
」
に
つ
い
て
次
の
改
訂

を
提
案
し
て
い
る
。

●
企
業
結
合
に
つ
い
て
開
示
さ
れ
る

情
報
を
改
善
す
る
た
め
に
、
企
業

結
合
の
重
要
度
に
応
じ
て
、
追
加

的
な
情
報
の
開
示
を
求
め
る
。

・
重
要
な
取
得
（m

aterial ac
-quisition

）
に
つ
い
て
、
取
得

時
に
お
け
る
戦
略
的
合
理
性
お

よ
び
予
想
さ
れ
る
シ
ナ
ジ
ー
の

金
額
・
存
続
期
間
な
ど
の
開
示

を
求
め
る
。

・
定
性
的
ま
た
は
定
量
的
観
点
か

ら
戦
略
的
な
取
得
（strategic 

acquisition

）
と
さ
れ
た
取
得

に
つ
い
て
は
、
前
記
に
加
え
て
、

取
得
時
点
に
お
け
る
主
要
な
目

標
お
よ
び
指
標
、
な
ら
び
に
、

取
得
後
の
業
績
に
つ
い
て
の
開

示
を
求
め
る
。
こ
こ
で
、「
戦
略

的
な
取
得
」
と
は
、
新
し
い
主

要
事
業
ま
た
は
地
理
的
拠
点
の

取
得
と
い
う
性
格
を
有
す
る
か
、

取
得
さ
れ
る
企
業
の
収
益
、
営
業

利
益
、
ま
た
は
資
産
が
取
得
企

業
の
10
％
を
超
え
る
量
的
影
響
の

あ
る
買
収
を
指
す
と
さ
れ
る
。

●
シ
ナ
ジ
ー
の
情
報
な
ど
開
示
が
求

め
ら
れ
る
情
報
の
一
部
は
、
開
示

に
よ
り
取
得
の
目
的
が
損
な
わ
れ

る
場
合
に
は
、
開
示
が
免
除
さ
れ

る
。
開
示
の
免
除
が
可
能
と
な
る

規
準
に
つ
い
て
は
、
指
針
が
新
設

さ
れ
る
。

Ｉ
Ａ
Ｓ
36
号
の
改
訂

加
え
て
、
本
公
開
草
案
は
、
Ｉ
Ａ

Ｓ
36
号
「
資
産
の
減
損
」
に
つ
い
て

次
の
改
訂
を
提
案
し
て
い
る
。

・
の
れ
ん
の
資
金
生
成
単
位
（cash-

generating unit

）
へ
の
配
分

方
法
を
明
確
化
す
る
。

・
使
用
価
値
（value in use

）
の

計
算
に
つ
い
て
の
指
針
を
改
定
し
、

将
来
の
リ
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
リ
ン
グ

や
資
産
の
改
善
等
を
キ
ャ
ッ
シ
ュ・

フ
ロ
ー
に
反
映
す
る
こ
と
へ
の
制

限
を
廃
止
す
る
。
ま
た
、
キ
ャ
ッ

シ
ュ
・
フ
ロ
ー
お
よ
び
割
引
率
を

税
引
前
の
も
の
と
す
る
制
限
を
廃

止
す
る
。

去
る
３
月
21
日
、
Ｆ
Ａ
Ｓ
Ｂ
は
会

計
基
準
ア
ッ
プ
デ
ー
ト
（
Ａ
Ｓ
Ｕ
）

２
０
２
４
―
01
「
報
酬
―
株
式
報
酬

（
ト
ピ
ッ
ク
718
）
―
利
益
持
分
お
よ

び
類
似
の
報
奨
の
適
用
範
囲
」
を
公

表
し
た
。

報
酬
を
企
業
の
業
績
に
整
合
さ

せ
、
企
業
の
将
来
の
利
益
お
よ
び
／

ま
た
は
株
価
の
上
昇
に
関
与
す
る

機
会
を
提
供
す
る
た
め
に
、
従
業

員
ま
た
は
他
の
サ
ー
ビ
ス
提
供
者

に
「
利
益
持
分
報
奨
と
類
似
の
報
奨

（profits interest and sim
ilar 

aw
ards

）」
を
提
供
し
て
い
る
企
業

が
あ
る
。

利
益
持
分
の
定
義
は
Ｇ
Ａ
Ａ
Ｐ
に

は
な
い
が
、
既
存
の
純
資
産
に
関
す

る
権
利
を
有
し
な
い
こ
と
か
ら
、
保

有
者
が
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
ま
た
は

類
似
の
主
体
の
既
存
の
純
資
産
に

対
す
る
権
利
を
有
す
る
資
本
持
分

（capital interests

）
と
は
区
分

さ
れ
て
い
る
。

現
行
で
は
、「
報
酬
―
株
式
報
酬（
ト

ピ
ッ
ク
718
）」
と
「
報
酬
―
全
体
（
ト

ピ
ッ
ク
710
）」
の
い
ず
れ
か
の
会
計
処

理
が
行
わ
れ
て
お
り
、
多
様
な
実
務

が
存
在
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
関

係
者
は
、
ト
ピ
ッ
ク
718
の
適
用
範
囲

を
明
確
に
す
る
た
め
に
、
ト
ピ
ッ
ク

718
へ
の
設
例
の
追
加
を
求
め
て
い
た
。

Ａ
Ｓ
Ｕ
は
、
利
益
持
分
報
奨
を
ト

ピ
ッ
ク
718
に
従
っ
て
会
計
処
理
す
べ

き
か
ど
う
か
を
決
定
す
る
適
用
範
囲

の
ガ
イ
ダ
ン
ス
を
明
確
に
す
る
た

め
、
４
つ
の
パ
タ
ー
ン
の
設
例
を
追

加
し
て
い
る
。

Ａ
Ｓ
Ｕ
は
、「
遡
及
適
用
」
と
「
将

来
に
向
か
っ
て
適
用
」
の
い
ず
れ
か

に
よ
り
、
２
０
２
４
年
12
月
16
日
以

降
開
始
す
る
年
度
か
ら
適
用
さ
れ
、

早
期
適
用
は
認
め
ら
れ
る
。

て
契
約
期
間
に
わ
た
り
計
上
す
る
。

次
に
、
前
記
の
「
指
数
又
は
レ
ー

ト
に
応
じ
て
決
ま
る
変
動
リ
ー
ス

料
」
は
貸
手
の
リ
ー
ス
料
に
は
含
ま

れ
な
い
と
い
う
記
載
を
行
う
と
、
本

会
計
基
準
案
が
企
業
会
計
基
準
適
用

指
針
16
号
の
取
扱
い
を
踏
襲
し
て
い

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
現
行
の
取
扱

い
と
整
合
し
な
い
お
そ
れ
が
あ
る
。

こ
の
点
に
関
し
て
、
賃
料
改
定
条
項

が
付
さ
れ
て
い
る
リ
ー
ス
料
は
、
貸

手
の
リ
ー
ス
料
に
含
ま
れ
る
こ
と
を

結
論
の
背
景
に
追
記
す
る
案
が
示
さ

れ
た
。

専
門
委
員
か
ら
は
特
段
反
論
は
聞

か
れ
な
か
っ
た
。
第
５
２
２
回
親
委

員
会
で
も
審
議
さ
れ
、
委
員
か
ら
、

特
段
異
論
は
聞
か
れ
な
か
っ
た
。

・
の
れ
ん
を
含
む
資
金
生
成
単
位（
ま

た
は
そ
の
グ
ル
ー
プ
）
が
属
し
て

い
る
報
告
セ
グ
メ
ン
ト
の
開
示
を

求
め
る
。

＊

な
お
、
す
で
に
Ｉ
Ａ
Ｓ
Ｂ
の
決
定

と
し
て
公
表
さ
れ
て
い
る
と
お
り
、

本
公
開
草
案
で
は
の
れ
ん
の
期
間
償

却
の
再
導
入
は
提
案
さ
れ
て
い
な
い
。

コ
メ
ン
ト
期
限
等

本
公
開
草
案
の
コ
メ
ン
ト
期
限
は

２
０
２
４
年
７
月
15
日
と
な
っ
て
い

る
。通

例
ど
お
り
、
適
用
開
示
事
業
年

度
は
提
案
さ
れ
て
い
な
い
。
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この10日間に公表・公布された経理関係重要法規等
日　付 法　規　等 出　所 備　考 掲載号

2024年
3月19日

財務報告内部統制監査基準報告
書１号

「財務報告に係る内部統制の監
査」の改正（公開草案）

JICPA

2022年10月公表の改正倫理規則において、監査業務の依頼人が社会的
影響度の高い事業体（Public Interest Entity：PIE）である場合、報酬関
連情報の開示が、要求事項として新設された。これを受けた、監査基準
報告書700「財務諸表に対する意見の形成と監査報告」の改正の公表に
伴い、所要の見直しを行ったもの。内部統制監査の対象となる企業のほ
とんどはPIEであると考えられることから、本報告書の「付録３　一体
型内部統制監査報告書の文例」について、報酬関連情報の記載例が追加
されている。コメント期限は４月３日まで。
https://jicpa.or.jp/specialized_field/20240319cbd.html

―

（capital interests

）
と
は
区
分

さ
れ
て
い
る
。

現
行
で
は
、「
報
酬
―
株
式
報
酬（
ト

ピ
ッ
ク
718
）」
と
「
報
酬
―
全
体
（
ト

ピ
ッ
ク
710
）」
の
い
ず
れ
か
の
会
計
処

理
が
行
わ
れ
て
お
り
、
多
様
な
実
務

が
存
在
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
関

係
者
は
、
ト
ピ
ッ
ク
718
の
適
用
範
囲

を
明
確
に
す
る
た
め
に
、
ト
ピ
ッ
ク

718
へ
の
設
例
の
追
加
を
求
め
て
い
た
。

Ａ
Ｓ
Ｕ
は
、
利
益
持
分
報
奨
を
ト

ピ
ッ
ク
718
に
従
っ
て
会
計
処
理
す
べ

き
か
ど
う
か
を
決
定
す
る
適
用
範
囲

の
ガ
イ
ダ
ン
ス
を
明
確
に
す
る
た

め
、
４
つ
の
パ
タ
ー
ン
の
設
例
を
追

加
し
て
い
る
。

Ａ
Ｓ
Ｕ
は
、「
遡
及
適
用
」
と
「
将

来
に
向
か
っ
て
適
用
」
の
い
ず
れ
か

に
よ
り
、
２
０
２
４
年
12
月
16
日
以

降
開
始
す
る
年
度
か
ら
適
用
さ
れ
、

早
期
適
用
は
認
め
ら
れ
る
。

日
米
金
融
政
策
か
ら
み
る
金
利
差
縮
小

の
可
能
性

金
　
　
融

個
人
が
積
極
的
な
株
式
投
資
へ
動
き
出

し
た

証
　
　
券

日
銀
は
３
月
19
日
、
金
融
政
策
決

定
会
合
で
マ
イ
ナ
ス
金
利
政
策
の
解

除
を
決
め
た
。
こ
れ
は
日
銀
当
座
預

金
の
一
部
に
適
用
し
て
い
た
マ
イ
ナ

ス
の
付
利
金
利
を
止
め
、
０
・
１
％

を
適
用
す
る
も
の
。
同
時
に
、「
長

短
金
利
操
作
付
き
量
的
・
質
的
金
融

緩
和
」
の
枠
組
み
も
終
了
す
る
。

こ
れ
に
は
２
つ
の
意
味
が
あ
る
。

１
つ
は
、
日
銀
当
座
預
金
の
マ
イ
ナ

ス
金
利
と
あ
わ
せ
て
行
っ
て
き
た
、

10
年
物
国
債
の
利
回
り
を
一
定
水
準

に
操
作
す
る
、
イ
ー
ル
ド
カ
ー
ブ
・

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
終
了
で
あ
る
。

も
う
１
つ
は
、
Ｅ
Ｔ
Ｆ
、
Ｊ
―
Ｒ

Ｅ
Ｉ
Ｔ
と
い
っ
た
リ
ス
ク
資
産
の
新

規
買
入
れ
を
終
了
し
、
同
じ
リ
ス
ク

資
産
で
も
、Ｃ
Ｐ
（
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
・

ペ
ー
パ
ー
）
や
社
債
に
つ
い
て
買
入

れ
額
を
段
階
的
に
減
額
し
て
、
１
年

後
を
め
ど
に
買
入
れ
を
終
了
す
る
も

の
。
長
期
国
債
に
つ
い
て
は
、
こ
れ

ま
で
の
買
入
れ
額
を
維
持
す
る
も
の

の
、買
入
れ
額
の
増
額
や
指
値
オ
ペ
、

共
通
担
保
資
金
供
給
オ
ペ
な
ど
の
手

段
は
保
持
す
る
た
め
、
今
後
は
新
た

に
短
期
の
政
策
金
利
と
な
る
無
担
保

コ
ー
ル
翌
日
物
（
今
後
は
０
～
０
・

１
％
が
タ
ー
ゲ
ッ
ト
）と
あ
わ
せ
て
、

長
期
国
債
に
対
す
る
市
場
オ
ペ
が
市

場
の
注
目
材
料
と
な
る
。

植
田
総
裁
の
発
言
内
容
か
ら
、
異

次
元
の
金
融
緩
和
策
と
利
上
げ
政
策

は
区
別
し
て
考
え
、
政
策
金
利
の
操

作
や
国
債
の
市
場
で
の
売
買
と
い
っ

た
、
従
来
の
金
融
政
策
以
外
の
政
策

を
終
了
さ
せ
る
こ
と
が
今
回
の
趣
旨

だ
っ
た
よ
う
だ
。
そ
れ
を
前
提
に
、

当
面
は
現
状
維
持
が
続
く
だ
ろ
う
。

一
方
、
米
連
邦
公
開
市
場
委
員

会
（
Ｆ
Ｏ
Ｍ
Ｃ
）
も
翌
日
３
月
20

日
に
経
済
見
通
し
を
発
表
し
た
が
、

２
０
２
４
年
末
の
Ｆ
Ｆ
レ
ー
ト
は
４
・

５
０
～
４
・
７
５
％
が
最
も
多
い
参
加

者
の
予
想
水
準
で
、
Ｇ
Ｄ
Ｐ
成
長
率

見
通
し
が
上
方
修
正
さ
れ
た
に
も
か

か
わ
ら
ず
、前
回
12
月
と
同
水
準
だ
っ

た
。
株
価
水
準
と
合
わ
せ
て
も
、
０
・

２
５
％
ポ
イ
ン
ト
が
１
回
の
利
上
げ

幅
と
す
る
と
、
年
３
回
の
利
下
げ
と

な
る
年
末
水
準
を
変
え
な
い
の
は
合

理
的
な
説
得
性
が
な
い
。
こ
う
し
た

日
米
当
局
の
動
き
か
ら
、
２
国
間
の

金
利
差
縮
小
は
当
面
織
り
込
み
に
く

く
、
為
替
相
場
も
円
高
・
ド
ル
安
が

進
み
に
く
い
状
況
と
な
っ
て
い
る
。

日
経
平
均
が
史
上
最
高
値
を
更
新

し
て
１
カ
月
が
経
っ
た
。
更
新
後
、

４
万
円
台
に
突
入
し
た
が
、
３
月
４

日
を
ピ
ー
ク
に
反
落
、
同
13
日
に
は

３
８
、６
９
５
円
ま
で
下
落
し
た
が
、

す
ぐ
に
反
発
し
、
同
19
日
以
降
４
万

円
台
を
固
め
つ
つ
あ
る
。

こ
う
し
た
推
移
を
み
る
と
、
マ
ー

ケ
ッ
ト
の
先
高
期
待
は
強
ま
っ
て
き

た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
年
初
か
ら
の

株
価
上
昇
テ
ン
ポ
が
あ
ま
り
に
も
早

か
っ
た
た
め
、
最
高
値
更
新
直
後
は

先
行
き
判
断
に
迷
い
が
あ
っ
た
よ
う

だ
が
、
次
第
に
投
資
家
の
投
資
行
動

が
活
発
化
し
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。

特
に
個
人
の
株
式
買
越
し
が
目
立
っ

て
き
た
。

２
月
の
最
高
値
更
新
は
海
外
投
資

家
と
証
券
会
社
自
己
の
買
越
し
に
よ

る
と
こ
ろ
が
大
き
か
っ
た
。
マ
ー

ケ
ッ
ト
の
投
資
行
動
の
象
徴
で
あ
る

個
人
は
な
お
売
越
し
姿
勢
を
保
っ
て

い
た
。
と
こ
ろ
が
、
３
月
第
１
週
、

第
２
週
と
個
人
は
買
越
し
に
転
じ

た
。
こ
の
時
期
、
海
外
投
資
家
は
買

越
し
幅
縮
小
か
ら
売
越
し
へ
転
じ
て

い
た
。
個
人
は
日
経
平
均
が
調
整
か

ら
反
転
し
、
４
万
円
台
を
回
復
す
る

き
っ
か
け
を
作
っ
た
と
い
え
る
。

３
月
第
２
週
は
、
日
本
銀
行
が
18

日
か
ら
の
金
融
政
策
決
定
会
合
で
マ

イ
ナ
ス
金
利
政
策
を
解
除
し
、円
高
、

株
安
に
な
る
の
で
は
と
い
う
観
測
が

浮
上
し
て
い
た
。
３
月
19
日
、
日
銀

は
マ
イ
ナ
ス
金
利
解
除
を
正
式
に
決

定
し
た
が
、マ
ー
ケ
ッ
ト
の
反
応
は
、

円
安
・
株
高
と
、
や
や
意
外
感
の
あ

る
も
の
だ
っ
た
。
こ
れ
に
は
同
じ
時

期
に
開
か
れ
た
Ｆ
Ｏ
Ｍ
Ｃ
（
米
連
邦

公
開
市
場
委
員
会
）
で
、
米
金
利
の

現
状
維
持
、
今
年
の
利
下
げ
予
定
を

３
回
へ
改
め
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
、

米
市
場
が
株
価
上
昇
、
ド
ル
上
昇
で

応
え
た
こ
と
が
影
響
し
て
い
る
。

米
市
場
は
Ｆ
Ｒ
Ｂ
（
米
連
邦
準
備

制
度
理
事
会
）
が
利
上
げ
を
予
感
さ

せ
る
よ
う
な
姿
勢
を
み
せ
る
の
で
は

な
い
か
と
警
戒
し
て
い
た
が
、
現
状

維
持
と
な
り
、
日
米
と
も
に
当
面
す

る
関
門
を
株
高
と
い
う
結
果
を
出
し

て
パ
ス
し
た
。

今
後
も
日
米
と
も
に
定
期
的
な
金

融
政
策
会
議
と
い
う
関
門
が
控
え
て

い
る
。
日
本
の
個
人
は
ど
こ
ま
で
積

極
的
な
株
式
投
資
を
持
続
で
き
る

か
、今
後
の
最
大
の
注
目
点
で
あ
る
。


